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全体的な事項 

審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

（1）しきい値判断に
誤りはないか 

― ― 

 適切 「モデル評価書」としてしきい値判断は行って
いないが、特定個人情報の適切な取扱いを目的
として全項目評価を実施している。 
 

（2）適切な実施主体
が実施しているか。 

― 

1．評価実施機関が複数存在し、取りま
とめの評価実施機関が評価書を作成・
提出する場合に、取りまとめ以外の全
ての評価実施機関について記載してい
るか。 

 適切 「モデル評価書」として、社会保険労務士事務所
における評価を想定していることから、社会保
険労務士事務所を評価実施主体とし、他の評価
実施機関はなしとしている。 

（3）公表しない部分
は適切な範囲か。 

― ― 
― 適切 公表しないとしている項目は無い。 

（4）適切な時期に実
施しているか。 

― ― 
― 該当なし ― 

（5）適切な方法で広
く国民の意見を求め、
得られた意見を十分
考慮した上で必要な
見直しを行っている
か。 

― ― 

― 該当なし ― 

（6）特定個人情報保
護評価の対象となる
事務の実態に基づき、
特定個人情報保護評
価書様式で求められ
るすべての項目につ
いて検討し、記載して
いるか。 

― ― 

― 適切 社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89 号）第
２条に規定される事務について、求められる事
項がすべて記載されている。 

（7）記載された特定
個人情報保護評価の
実施を担当する部署
は、特定個人情報保護
評価の対象となる事
務を担当し、リスクを
軽減させるための措
置の実施に責任を負
うことができるか。 

― ― 

― 適切 「モデル評価書」として、事務を担当し、リスク
を軽減させるための措置の実施に責任を負うこ
とができる、社会保険労務士事務所における代
表者としている。 

（8）特定個人情報保
護評価の対象となる
事務の内容の記載は
具体的か。当該事務に
おける特定個人情報
の流れを併せて記載
しているか。 

①特定個人情
報ファイルを
取り扱う事務
やその事務に
おいて使用す
るシステムに
ついて、基本
情報を具体的
に分かりやす
く記載してい
るか。 

2．評価対象の事務全体の概要及びその
中で特定個人情報ファイルを使用して
実施する事務の内容を具体的に記載し
ているか。 

Ⅰ1．② 適切 事務の内容が漏れなく、具体的に記載されてい
る。 

3．当該システムが実現する機能の名称
とその概要を具体的に記載している
か。 

Ⅰ2．シ
ス テ ム
1,2,3 

適切 本事務で使用するシステムの機能の名称と概要
が具体的に記載されていることを確認した。 

4．当該システムと情報をやり取りする
システムをすべて記載しているか。 

Ⅰ2．③ 適切 当該システムと接続して情報をやりとりするシ
ステムが記載されている。 

5．特定個人情報ファイルを取り扱うこ
とが評価対象の事務を実施する上で必
要であることを、事務の流れに即して
具体的に説明しているか。 

Ⅰ4．① 適切 評価対象の事務を実施するうえで、特定個人情
報ファイルを取り扱うことが必要である旨が説
明されている。 

6．評価対象の事務において特定個人情
報ファイルを取り扱うことにより、期
待されるメリットについて幅広く具体
的に記載しているか。 

Ⅰ4．② 適切 行政機関等との手続きに必要な情報を管理する
ことが明記されていることを確認した。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

7．事務に関わる者、事務において使用
するシステム、事務において取り扱う
情報の流れを具体的に記載している
か。 

 適切 各事務の流れを別添 1 に具体的に記載している
ことを確認した。 

（9）特定個人情報フ
ァイルを取り扱うプ
ロセスにおいて特定
個人情報の漏えいそ
の他の事態を発生さ
せるリスクを、個人情
報保護の対象となる
事務の実態に基づき、
特定しているか。 

― ― 

Ⅲ、Ⅳ 適切 全項目評価書に例示されている各リスクにどの
ように対応しているかが具体的に記載されてい
る。 
 
課題（別紙参照） 
リスク分析手法・プロセスを説明する等を行う
ことによって、リスク分析の結果を特定個人情
報保護評価書に反映することを薦めます。 

（10）特定されたリス
クを軽減するために
講ずべき措置につい
ての記載は具体的か。 
 
（11）記載されたリス
クを軽減させるため
の措置は、個人のプラ
イバシー等の権利利
益の侵害の未然防止、
国民・住民の信頼の確
保という特定個人情
報保護評価の目的に
照らし、妥当なもの
か。 

⑨特定個人情
報ファイルの
取扱いについ
て自己点検・
監査や従業者
に 対 す る 教
育・啓発を行
っているか。 

70．評価書に記載したとおりに運用が
なされていること等について、評価の
実態を担当する部署自らが、どのよう
に自己点検するか具体的に記載してい
るか。 

Ⅳ１.① 適切 自己点検については、評価書記載事項の運用状
況を 1 年に 1 回以上システムログ又は利用実績
の記録により確認すると具体的に記載されてい
る。また、定期的に特定個人情報取扱規程に基づ
いて特定個人情報の取扱いに関する安全対策及
び諸施策を見直し、改善すると記載されている。
加えて、特定個人情報の取扱が法令、ガイドライ
ン、規程およびその他の規範と合致しているこ
とを定期的（年１回以上）に確認する旨が記載さ
れていることを確認した。 
 
課題（別紙参照） 
点検項目や点検手法を記載することを薦めま
す。 

71．評価書に記載したとおりに運営が
なされていることを等について、どの
ように監査するか具体的に記載してい
るか。 

Ⅳ１.② 適切 監査については、2 年又は 3 年に 1 回外部監査
を受審すると記載されている。また、外部監査結
果や特定個人情報取扱規程等により特定個人情
報の取扱いに関する安全対策及び諸施策を定期
的に見直し、改善すると記載されている。 

72．特定個人情報を取り扱う従業者等
に対しての教育・啓発や違反行為をし
た従業者等に対する措置について具体
的に記載しているか。 

Ⅳ２ 適切 事務取扱担当者が 1 名のため研修は実施してい
ないが、特定個人情報管理責任者は、年１回以
上、個人情報保護及び情報セキュリティに加え、
特定個人情報の取り扱いに関する研修等を受講
することが記載されていることを確認した。 
 

73．国民・住民等からの意見聴取によ
り得られた意見を踏まえて評価書のど
の箇所をどのように修正したかを具体
的に記載しているか。 

別添 3 適切 モデル評価書として、別添 3 に変更箇所の記載
例が記載されていることを確認した。 

（12）個人のプライバ
シー等の権利利益の
保護の宣言は、国民・
住民の信頼の確保と
いう特定個人情報保
護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。 

― ― 

表紙 適切 社労士事務所は、委託契約に基づく個人番号関
係事務及び委任による個人の手続事務における
特定個人情報ファイルの取扱いに当り、特定個
人情報ファイルの取扱いが委託者の従業員等及
び委任者の個人のプライバシー等の権利利益に
影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人
情報の漏えいその他の事態を発生させるリスク
を軽減させるために適切な措置を講じ、もって
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り
組んでいることを宣言している。 
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顧問先従業員（被保険者台帳）情報ファイル 

審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当箇
所

（新） 

審査結果
（新） 

所見（新） 

（8）特定個人情報保
護評価の対象となる
事務の内容の記載は
具体的か。当該事務に
おける特定個人情報
の流れを併せて記載
しているか。 

②特定個人情
報ファイルの
取扱いプロセ
スの概要（特
定個人情報の
入手・使用、特
定個人情報フ
ァイルの取扱
いの委託、特
定個人情報の
提供・移転、特
定個人情報の
保管・消去）に
ついて、具体
的に分かりや
すく記載して
いるか。 

8．対象となる国民・住民の特定人情報
ファイルにおいて保有することが事務
を実施する上で必要な理由を具体的に
記載しているか。 

Ⅱ２.③ 適切 事務手続きの対象となる顧問先の従業員及び当
該従業員の被扶養者を記録するために必要であ
ると記載されている。 

9．主な記録項目について、保有する理
由をそれぞれ具体的に記載している
か。 

Ⅱ２．④ 適切 識別情報、連絡先等情報、業務関係情報のそれぞ
れについて保有する理由が記載されている。 

10．特定個人情報の入手に係る妥当性
を具体的に記載しているか。 

Ⅱ3．①
②④ 

適切 委託契約業務遂行のためとしている。また、FAX
の利用については、使用を推奨するものではな
いものの、実態として FAX の取り扱いがあり、
記載漏れを防止する意図である旨を確認した。 

11．特定個人情報の入手の事実及び使
用目的が本人に示されていることを具
体的に記載しているか。 

Ⅱ３．⑤ 適切 「委託者である顧問先にて実施」としている 

12．特定個人情報を使用する理由を具
体的に記載しているか。 

Ⅱ３．⑥ 適切 特定個人情報を使用する目的が具体的に記載さ
れている 

13．特定個人情報ファイルに記録され
る情報を他から入手する際の突合の内
容、特定個人情報ファイルに記録され
た情報と他の情報との突合の方法や突
合の理由を具体的に記載しているか。 

Ⅱ３．⑧ 適切 個人のプライバシー等の権利利益の観点から、
不必要な突合を行わない旨が記載されているこ
とを確認した。 

14．特定個人情報を用いた統計分析を
行う場合は、その内容を具体的に記載
しているか。 

Ⅱ３．⑧ 該当なし 統計分析を行わない。 

15．特定個人情報を使用することによ
り国民の権利利益に影響を与え得る決
定を行う場合は、その内容を具体的に
記載しているか。 

Ⅱ３．⑧ 該当なし ― 

16．委託先に当該特定個人情報ファイ
ルを取り扱わせることが必要な理由を
具体的に記載しているか。 

Ⅱ４．② 適切 委託事項は 2 つあるが、いずれも特定個人情報
ファイルの取扱いを委託する理由が具体的に記
載されている。また、委託することに関する妥当
性に加え、委託する範囲の妥当性についても記
載されていることを確認した。 

17．委託先を国民・住民等が確認でき
るか否か、確認できる場合はどのよう
に確認できるか、確認できない場合は
そのような取扱いが評価対象の事務を
実施する上で必要な理由を具体的に記
載しているか。 

Ⅱ4．⑤
⑥ 

適切 「モデル評価書」として、具体的な委託先名がわ
かる記載（株式会社〇〇等）がされていることを
確認した。また、「⑤委託先名の確認方法」は対
象読者を想定し、当該読者が契約締結前に確認
可能であることも確認した。 

18．特定個人情報ファイルの取扱いを
再委託するに当たって、どのような手
続・方法によるかを具体的に記載して
いるか。 

Ⅱ４．⑧ 適切 「委託先からの書面による申請に基づき、妥当
性を考慮し顧問先企業の許諾を得た上で、書面
により許諾を回答する」とされており、「妥当性」
の具体的な内容が記載されていることを確認し
た。また、自らが果たすべき安全管理措置と同等
の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督と
して、委託先の適切な選定、安全管理措置に関す
る委託契約の締結、委託先における特定個人情
報の取扱状況の把握が含まれることが記載され
ていることも確認した。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当箇
所

（新） 

審査結果
（新） 

所見（新） 

19．提供した特定個人情報が、提供先
において、いかなる目的で、どのよう
に使用されることになるかを具体的に
記載しているか。 

Ⅱ５．② 適切 提供先及び提供先における用途が具体的に記載
されている 

20．移転した特定個人情報が、移転先
において、いかなる目的で、どのよう
に使用されることになるかを具体的に
記載しているか。 

Ⅱ５．移
転先 1 

該当なし 移転先はない。 

21．特定個人情報の保管場所の態様及
び保管場所への立入り制限・アクセス
制限について具体的に記載している
か。 

Ⅱ６．① 適切 サーバ設置場所、端末設置場所、電子記録媒体保
管場所、紙媒体保管場所のそれぞれの態様と立
入制限、アクセス制限について具体的に記載さ
れている。また、特定個人情報の保管先として執
務室内のパソコンを想定されており、パソコン
が「端末」に含まれる旨が記載されていることも
確認した。 

22．特定個人情報の保管期間は妥当で
あるか。また、その理由を具体的に記
載しているか。 

Ⅱ６．② 適切 保管期間の記載が不要との誤解が生じないよ
う、モデル評価書として期間の例（複数ある場合
は最も長い期間）を記載されていることを確認
した。 

23．保管期間を経過した特定個人情報
を消去する方法を具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ６．③ 適切 リース機器の返却の際等も廃棄と同様の措置を
行う旨が記載されていることを確認した。 
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個人番号情報（特定個人情報）ファイル 

審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

（8）特定個人情報
保護評価の対象と
なる事務の内容の
記載は具体的か。
当該事務における
特定個人情報の流
れを併せて記載し
ているか。 

②特定個人情
報ファイルの
取扱いプロセ
スの概要（特
定個人情報の
入手・使用、特
定個人情報フ
ァイルの取扱
いの委託、特
定個人情報の
提供・移転、特
定個人情報の
保管・消去）に
ついて、具体
的に分かりや
すく記載して
いるか。 

8．対象となる国民・住民の特定人情報フ
ァイルにおいて保有することが事務を実
施する上で必要な理由を具体的に記載し
ているか。 

Ⅱ２.③ 適切 事務手続きの対象となる顧問先の従業員及び当
該従業員の被扶養者を記録するために必要であ
ることが記載されている。 

9．主な記録項目について、保有する理由
をそれぞれ具体的に記載しているか。 

Ⅱ２．④ 適切 識別情報、連絡先等情報のそれぞれについて保
有する理由が記載されている。 

10．特定個人情報の入手に係る妥当性を具
体的に記載しているか。 

Ⅱ3．①
②④ 

適切 委託契約業務遂行のためとしている。また、FAX
の利用については、使用を推奨するものではな
いものの、実態として FAX の取り扱いがあり、
記載漏れを防止する意図である旨を確認した。 

11．特定個人情報の入手の事実及び使用目
的が本人に示されていることを具体的に
記載しているか。 

Ⅱ３．⑤ 適切 特定個人情報の入手の事実、利用目的は委託者
である顧問先が本人へ明示していることが記載
されている。 

12．特定個人情報を使用する理由を具体的
に記載しているか。 

Ⅱ３．⑥ 適切 特定個人情報の使用目的として 4 つの事務を記
載している。 

13．特定個人情報ファイルに記録される情
報を他から入手する際の突合の内容、特定
個人情報ファイルに記録された情報と他
の情報との突合の方法や突合の理由を具
体的に記載しているか。 

Ⅱ３．⑧ 適切 個人のプライバシー等の権利利益保護の観点か
ら、不必要な突合を行わない旨が記載されてい
ることを確認した。 

14．特定個人情報を用いた統計分析を行う
場合は、その内容を具体的に記載している
か。 

Ⅱ３．⑧ 該当なし 統計分析を行わない。 

15．特定個人情報を使用することにより国
民の権利利益に影響を与え得る決定を行
う場合は、その内容を具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ３．⑧ 該当なし ― 

16．委託先に当該特定個人情報ファイルを
取り扱わせることが必要な理由を具体的
に記載しているか。 

Ⅱ４．② 適切 委託事項は 2 つあるが、いずれも特定個人情報
ファイルの取扱いを委託する理由が具体的に記
載されている。また、委託することに関する妥当
性に加え、委託する範囲の妥当性についても記
載されていることを確認した。 

17．委託先を国民・住民等が確認できるか
否か、確認できる場合はどのように確認で
きるか、確認できない場合はそのような取
扱いが評価対象の事務を実施する上で必
要な理由を具体的に記載しているか。 

Ⅱ4．⑤ 適切 「モデル評価書」として、具体的な委託先名がわ
かる記載（株式会社〇〇等）がされていることを
確認した。また、「⑤委託先名の確認方法」は対
象読者を想定し、当該読者が契約締結前に確認
可能であることも確認した。 

18．特定個人情報ファイルの取扱いを再委
託するに当たって、どのような手続・方法
によるかを具体的に記載しているか。 

Ⅱ４．⑧ 適切 「委託先からの書面による申請に基づき、妥当
性を考慮し顧問先企業の許諾を得た上で、書面
により許諾を回答する」とされており、「妥当性」
の具体的な内容が記載されていることを確認し
た。また、自らが果たすべき安全管理措置と同等
の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督と
して、委託先の適切な選定、安全管理措置に関す
る委託契約の締結、委託先における特定個人情
報の取扱状況の把握が含まれることが記載され
ていることを確認した。 

19．提供した特定個人情報が、提供先にお
いて、いかなる目的で、どのように使用さ
れることになるかを具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ５．② 適切 提供先の 4 件に関して、それぞれ提供先におけ
る用途が具体的に記載されている。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

20．移転した特定個人情報が、移転先にお
いて、いかなる目的で、どのように使用さ
れることになるかを具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ５．移
転先 1 

該当なし 移転先はない。 

21．特定個人情報の保管場所の態様及び保
管場所への立入り制限・アクセス制限につ
いて具体的に記載しているか。 

Ⅱ６．① 適切 サーバ設置場所、端末設置場所、電子記録媒体保
管場所、紙媒体保管場所のそれぞれの態様と立
入制限、アクセス制限について具体的に記載さ
れている。また、特定個人情報の保管先として執
務室内のパソコンを想定されており、パソコン
が「端末」に含まれる旨が記載されていることを
確認した。 

22．特定個人情報の保管期間は妥当である
か。また、その理由を具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ６．② 適切 保管期間の記載が不要との誤解が生じないよ
う、モデル評価書として期間の例（複数ある場合
は最も長い期間）を記載されていることを確認
した。 

23．保管期間を経過した特定個人情報を消
去する方法を具体的に記載しているか。 

Ⅱ６．③ 適切 リース機器の返却の際等も廃棄と同様の措置を
行う旨が記載されていることを確認した。 
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賃金計算関係情報ファイル 

審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

（8）特定個人情報
保護評価の対象と
なる事務の内容の
記載は具体的か。
当該事務における
特定個人情報の流
れを併せて記載し
ているか。 

②特定個人情
報ファイルの
取扱いプロセ
スの概要（特
定個人情報の
入手・使用、特
定個人情報フ
ァイルの取扱
いの委託、特
定個人情報の
提供・移転、特
定個人情報の
保管・消去）に
ついて、具体
的に分かりや
すく記載して
いるか。 

8．対象となる国民・住民の特定人情報フ
ァイルにおいて保有することが事務を実
施する上で必要な理由を具体的に記載し
ているか。 

Ⅱ２.③ 適切 事務手続きの対象となる顧問先の従業員及び当
該従業員の被扶養者を記録するために必要であ
ることが記載されている。 

9．主な記録項目について、保有する理由
をそれぞれ具体的に記載しているか。 

Ⅱ２．④ 適切 識別情報、連絡先等情報、業務関連情報のそれぞ
れについて保有する理由が記載されている。 

10．特定個人情報の入手に係る妥当性を具
体的に記載しているか。 

Ⅱ3．①
②④ 

適切 委託契約業務遂行のためとしている。また、FAX
については、使用を推奨するものではないもの
の、実態として FAX の取り扱いがあり、記載漏
れを防止する意図である旨を確認した。 

11．特定個人情報の入手の事実及び使用目
的が本人に示されていることを具体的に
記載しているか。 

Ⅱ３．⑤ 適切 特定個人情報の入手の事実、利用目的は委託者
である顧問先が本人へ明示していることが記載
されている。 

12．特定個人情報を使用する理由を具体的
に記載しているか。 

Ⅱ３．⑥ 適切 特定個人情報の使用目的として、賃金計算事務
が記載されている。 

13．特定個人情報ファイルに記録される情
報を他から入手する際の突合の内容、特定
個人情報ファイルに記録された情報と他
の情報との突合の方法や突合の理由を具
体的に記載しているか。 

Ⅱ３．⑧ 適切 個人のプライバシー等の権利利益保護の観点か
ら、不必要な突合を行わない旨が記載されてい
ることを確認した。 

14．特定個人情報を用いた統計分析を行う
場合は、その内容を具体的に記載している
か。 

Ⅱ３．⑧ 該当なし 統計分析を行わない。 

15．特定個人情報を使用することにより国
民の権利利益に影響を与え得る決定を行
う場合は、その内容を具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ３．⑧ 該当なし ― 

16．委託先に当該特定個人情報ファイルを
取り扱わせることが必要な理由を具体的
に記載しているか。 

Ⅱ４．② 適切 委託事項は 2 つあるが、いずれも特定個人情報
ファイルの取扱いを委託する理由が具体的に記
載されている。また、委託することに関する妥当
性に加え、委託する範囲の妥当性についても記
載されていることを確認した。 

17．委託先を国民・住民等が確認できるか
否か、確認できる場合はどのように確認で
きるか、確認できない場合はそのような取
扱いが評価対象の事務を実施する上で必
要な理由を具体的に記載しているか。 

Ⅱ4．⑤ 適切 「モデル評価書」として、具体的な委託先名がわ
かる記載（株式会社〇〇等）がされていることを
確認した。また、「⑤委託先名の確認方法」は対
象読者を想定し、当該読者が契約締結前に確認
可能であることも確認した。 

18．特定個人情報ファイルの取扱いを再委
託するに当たって、どのような手続・方法
によるかを具体的に記載しているか。 

Ⅱ４．⑧ 適切 「委託先からの書面による申請に基づき、妥当
性を考慮し顧問先企業の許諾を得た上で、書面
により許諾を回答する」とされており、「妥当性」
の具体的な内容が記載されていることを確認し
た。また、自らが果たすべき安全管理措置と同等
の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督と
して、委託先の適切な選定、安全管理措置に関す
る委託契約の締結、委託先における特定個人情
報の取扱状況の把握が含まれることが記載され
ていることも確認した。 

19．提供した特定個人情報が、提供先にお
いて、いかなる目的で、どのように使用さ
れることになるかを具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ５．提
供先 1 

該当なし 提供先はない。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

20．移転した特定個人情報が、移転先にお
いて、いかなる目的で、どのように使用さ
れることになるかを具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ５．移
転先 1 

該当なし 移転先はない。 

21．特定個人情報の保管場所の態様及び保
管場所への立入り制限・アクセス制限につ
いて具体的に記載しているか。 

Ⅱ６．① 適切 サーバ設置場所、端末設置場所、電子記録媒体保
管場所、紙媒体保管場所のそれぞれの態様と立
入制限、アクセス制限について具体的に記載さ
れている。また、特定個人情報の保管先として執
務室内のパソコンを想定されており、パソコン
が「端末」に含まれる旨が記載されていることも
確認した。 

22．特定個人情報の保管期間は妥当である
か。また、その理由を具体的に記載してい
るか。 

Ⅱ６．② 適切 保管期間の記載が不要との誤解が生じないよ
う、モデル評価書として期間の例（複数ある場合
は最も長い期間）を記載されていることを確認
した。 

23．保管期間を経過した特定個人情報を消
去する方法を具体的に記載しているか。 

Ⅱ６．③ 適切 電子データ、紙媒体に分けて消去する方法が具
体的に記載されている。 
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プロセスにおけるリスク対策 

審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

（10）特定された
リスクを軽減する
ために講ずべき措
置についての記載
は具体的か 
 
（11）記載された
リスクを軽減させ
るための措置は個
人のプライバシー
等の権利利益の侵
害の未然防止、国
民・住民の信頼の
確保という特定個
人情報保護評価の
目標に照らし、妥
当なものか。 

③特定個人情
報の入手につ
いて、特定さ
れたリスクを
軽減するため
に講ずべき措
置を具体的に
記載している
か。記載され
た対策は、特
定個人情報保
護評価の目的
に照らし妥当
なものか。 

24．評価対象の事務を遂行する上で必要な
者以外の者の特定個人情報を入手しない
よう講じている対策を具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報
保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ２．
リスク
１ 

適切 「入社連絡票」等により入手根拠となる委託業
務及び対象者を明確にし、その対象者のみに係
る特定個人情報を顧問先又は従業員本人から入
手する方法を用いると共に委託を受ける社会保
険労務士が当該連絡票等をチェックすることに
より入手時に対象者以外の情報が含まれていな
いことを確認していること等が具体的に記載さ
れている。 

25．事務を遂行する上で必要な情報以外の
特定個人情報を入手しないよう講じてい
る対策を具体的に記載しているか。記載さ
れた対策は、特定個人情報保護評価の目的
に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ２．
リスク
１ 

適切 必要のない情報を記載できない「入社連絡票」を
使うことで、顧問先又は従業員本人から必要な
情報以外を入手できなくすると共に委託を受け
る社会保険労務士が当該連絡票をチェックする
ことで入手時に必要な情報以外が含まれていな
いことを確認していること等が具体的に記載さ
れている。 

26．特定個人情報の入手に際して、適切な
方法で入手するために講じている措置を
具体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。 

Ⅲ２．
リスク
２ 

適切 顧問先との契約に際して、利用目的の通知と本
人確認が確実に励行されていることを確認する
ことにより不適切な方法で入手が行われるリス
クを回避していることが具体的に記載されてい
る。 

27．特定個人情報を入手する際に、その特
定個人情報が本人の情報であることを確
認する方法を具体的に記載しているか。記
載された対策は、特定個人情報保護評価の
目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ２．
リスク
３ 

適切 顧問先から入手する個人番号は、「個人番号報告
書」の様式にて顧問先で本人確認済みであるこ
とを確認し、入手している。従業員本人から直接
入手する場合は、委託を受ける社会保険労務士
がマイナンバーカード又は通知カード及び本人
確認資料等の提示を受け、本人確認を行い、個人
番号を入手していると記載している。なお、通知
カードの使用は実態として存在するため、当面
の間記載することを確認した。 

28．入手した個人番号が本人の個人番号で
間違いないことを確認する方法を具体的
に記載しているか。記載された対策は、特
定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。 

Ⅲ２．
リスク
３ 

適切 「個人番号報告書」（又は、「通知カード」、「マイ
ナンバー番号カード」のコピーの添付）等にて確
認出来る手段をとっている。また、通知カードの
使用は実態として存在するため、当面の間記載
することを確認した。 

29．特定個人情報を入手した後、その情報
の正確性を保つために講じている措置を
具体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。 

Ⅲ２．
リスク
３ 

適切 「個人番号報告書」（又は、「通知カード」、「マイ
ナンバー番号カード」のコピーの添付）等にて確
認出来る手段をとっている。また、通知カードの
使用は実態として存在するため、当面の間記載
することを確認した。 

30．特定個人情報を入手する際に、情報の
安全確保の観点から講じている措置を具
体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。 

Ⅲ２．
リスク
４ 

適切 入手の手段・方法ごとに特定個人情報が漏えい・
紛失するリスク対策が記載されている。 

31．特定個人情報の入手において、その他
のリスク及びそれらのリスクへの対策に
ついての記載はあるか。 

Ⅲ２．
その他
のリス
ク 

該当なし 該当なしと記載されている。 
 
課題（別紙参照） 
モデル評価書として、リスク分析の結果を記載
することがわかるような例等を記載することを
薦めます。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

④特定個人情
報の使用につ
いて、特定さ
れたリスクを
軽減するため
に講ずべき措
置を具体的に
記載している
か。記載され
た対策は、特
定個人情報評
価の目的に照
らし妥当なも
のか。 

32．宛名システム等において、特定個人情
報が、使用目的を超えて取り扱われないよ
う、また、評価対象の事務に必要のない情
報と併せて取り扱われないよう、講じてい
る対策を具体的に記載しているか。記載さ
れた対策は、特定個人情報保護評価の目的
に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ３．
リスク
１ 

適切 個人番号管理システムへのログイン時の認証に
よる使用者の特定に加えて特定の業務端末だけ
が特定個人情報ファイルにアクセスすることが
できるようにアクセス制御していること等が具
体的に記載されている。個人番号を個人番号管
理システムに分離して保存するなどのシステム
構成をとることにより、特定個人情報が、使用目
的を超えて取り扱われないよう、また、評価対象
の事務に必要のない情報と併せて取り扱われな
いように制御している旨が説明されていること
を確認した。 

33．事務で使用するその他のシステムにお
いて、特定個人情報が、使用目的を超えて
取り扱われないよう、また、評価対象の事
務に必要のない情報と併せて取り扱われ
ないよう、講じている対策を具体的に記載
しているか。記載された対策は、特定個人
情報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。 

Ⅲ３．
リスク
１ 

適切 個人番号管理システム以外のシステムにおいて
も特定個人情報が保存されることから、上記
（「宛名システム等における措置の内容」）と同
等の対策を講じることが想定される場合は、そ
の内容を記載する旨が説明されていることを確
認した。 

34．特定個人情報にアクセスする際の認証
を行う場合は、特定個人情報にアクセスす
るユーザの認証方法、なりすましが行われ
ないために講じている対策について具体
的に記載しているか。記載された対策は、
特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥
当なものか。 

Ⅲ 3．
リスク
2 

適切 ・ユーザＩＤ及びパスワードによる認証を行っ
ている。また、３６か月に１回パスワード変更を
行う。 
・使用できる端末を特定の業務端末のみに限定
している。としている。 
 
課題（別紙参照） 
ユーザ ID、パスワード以外の認証方法も普及し
つつあることから、その他の方法も検討するこ
とを薦めます。 

35．特定個人情報ファイルを取り扱う者が
正当なユーザであることを確認するため
の情報の発効・失効の管理について具体的
に記載しているか。記載された対策は、特
定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。 

Ⅲ３．
リスク
2 

適切 情報の発効・失効の管理を行っていないのでは
なく、本人以外に発行しないよう管理している
旨の説明が記載されていることを確認した。 

36．アクセス権限の発効・失効の管理を行
う者による当該管理の適正性についてチ
ェックをしている内容を具体的に記載し
ているか。記載された対策は、特定個人情
報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。 

Ⅲ 3．
リスク
2 

適切 ・同居家族を含め、自分以外の者がアクセス出
来ないようにアクセス権限を設定している。 
・ユーザ ID に付与されるアクセス権限によっ
て、業務に必要な範囲の特定個人情報ファイル
だけにアクセスすることができるよう制御して
いる。 
・サーバー及びネットワーク機器のアクセス制
限により特定個人情報ファイルにアクセスでき
る業務端末を限定している。 
としている。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

37．特定個人情報の入手から消去までの各
過程において、特定個人情報ファイルの取
扱い記録やアクセスの失敗の記録等を残
していることを具体的に記載しているか。
記録を残していない場合は、残していなく
ても権限のない者による不正な使用を防
止できる理由を具体的に記載しているか。
記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ 3．
リスク
2 

適切 ・ログインＩＤにより、誰が、いつ、どの端末
で、誰の情報を取り扱ったか記録し、その記録は
3 年間保存している。（保存期間については、１
年以上の期間で各事務所にて設定） 
・特定個人情報取扱規程に基づき、特定個人情
報のアクセスログについて分析・確認をしてい
る。 
としている。 
また、 
１，アクセス失敗時の対応 
２，システム以外の取扱い 
についても記載されていることを確認した。 

38．従業者が特定個人情報ファイルを事務
外で使用しないよう講じている措置を具
体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。 

Ⅲ３．
リスク
3 

適切 特定個人情報を取り扱う権限を有する者（社会
保険労務士事務所）が目的外に使用するリスク
に関する対策として、「特定個人情報保護等に関
する研修を毎年１回以上受講し、意識啓発を行
っている。」が記載されていることを確認した。 

39．特定個人情報ファイルを取り扱う者が
特定個人情報ファイルを不正に複製しな
いよう講じている措置を具体的に記載し
ているか。記載された対策は、特定個人情
報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。 

Ⅲ３．
リスク
4 

適切 バックアップや外部記憶媒体を用いた役所への
データ提出のため、特定個人情報ファイルを電
子記録媒体に複製する場合やオンプレミスサー
バから業務端末にダウンロードする場合の操作
ログを取得し、分析・確認をしていることが記載
されている。 

40．特定個人情報の使用において、その他
のリスク及びそれらのリスクへの対策に
ついての記載はあるか。 

Ⅲ３．
その他
のリス
ク 

適切 自宅で業務を行う場合、執務室への入室制限等、
家族に対するリスクを認識し、事前に同居家族
に対するセキュリティ教育（説明等）を行うこ
と、顧問先に書類等を持参・送付・送信するとき
は授受記録を残し、肌身離さず携行すること、記
録が残る送付手段を利用すること、又は電子デ
ータの暗号化・パスワード保護を行うこと等の
必要なリスク対策が記載されている。 

⑤特定個人情
報の委託につ
いて、特定さ
れたリスクを
軽減するため
に講ずべき措
置を具体的に
記載している
か。記載され
た対策は、特
定個人情報保
護評価の目的
に照らし、妥
当なものか。 

41．委託先を決定する際に特定個人情報フ
ァイルを適切に取り扱う委託先であるこ
とを確認する手続等について具体的に記
載しているか。記載された対策は、特定個
人情報保護評価の目的に照らし、妥当なも
のか。 

Ⅲ４．
情報管
理体制 

適切 委託先を決定する際にプライバシーマークの取
得、ISMS 認証取得又は同等の要件を満たすか確
認すること等が具体的に記載されている。 

42．委託先において特定個人情報ファイル
の閲覧者・更新者を必要最小限に制限して
いることを具体的に記載しているか。記載
された対策は、特定個人情報保護評価の目
的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ４．
閲覧者
の制限 

適切 委託契約書において保守・管理担当者指名の提
出と変更時における報告・更新を義務付けて、特
定個人情報ファイルの閲覧者・更新者を制限し
ていること等が具体的に記載されている。 

43．委託先における特定個人情報ファイル
の取扱いについて記録を残している場合
は、その方法や保存期間等を具体的に記載
しているか。また、記録を残していない場
合は権限のない者による不正な使用を防
止できる理由を具体的に記載しているか。
記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ４．
記録 

適切 溶解処理の証明書、機器の保守・管理に関する業
務完了報告書等の記録を受領することが具体的
に記載されている。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

44．委託に伴う特定個人情報の提供に関す
るルールを定めている場合、ルールの内容
やルール遵守の確認方法を具体的に記載
しているか。また、委託先から他者への提
供を認めていない場合、提供されていない
ことを確認する方法を具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報
評価の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ 4．
提供ル
ール 

適切 委託先等から他者への特定個人情報の提供は一
切認めないことを契約書上明記して、必要があ
れば当事務所が現地調査を行うことも可能とす
ること、遵守の確認を業務報告書及び実施報告
書等にて行うことが具体的に記載されている。
また、遵守状況の確認を業務報告書等で確認し、
必要に応じて現地調査を実施する形での記載順
になっていることも確認した。 

45．委託先における特定個人情報の消去の
ルールを定めている場合は、ルールの内容
やルール遵守の確認方法を具体的に記載
しているか。また、委託契約終了後に消去
されていることを確認する方法を具体的
に記載しているか。記載された対策は、特
定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。 

Ⅲ４．
消去ル
ール 

適切 委託契約時等に、提供資料の返還、 情報の消去、
立入検査等を明記した契約を締結して、溶解処
理の証明書等の記録を受領して消去されたこと
を確認すること等が具体的に記載されている。 

46．委託先と締結する委託契約における特
定個人情報ファイルの取扱いに関する規
定について具体的に記載しているか。記載
された対策は、特定個人情報保護評価の目
的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ４．
委託契
約書中
の規定 

適切 委託契約における特定個人情報ファイルの取扱
い関する規定が具体的に記載されている。（「特
定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライ
ン（事業者編）」の「第４－２－⑴ 委託の取扱
い」で定められた契約条項が記載されている） 

47．特定個人情報ファイルの取扱いを再委
託している場合、再委託先での適正な取扱
いの確保のために行っている措置につい
て具体的に記載しているか。記載された対
策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。 

Ⅲ４．
再委託 

適切 委託契約時に、「再委託」に関するセキュリティ
要件を明記した契約を締結し、書面による許諾
のない再委託を禁止すると共に委託者である社
会保険労務士事務所と最初の委託者である顧問
先の許諾を得ること、再委託先においては、委託
先と同等の安全管理措置を行うこと等が具体的
に記載されている。 

48．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
において、その他のリスク及びそれらのリ
スクへの対策について記載はあるか。 

Ⅲ４．
その他
のリス
ク 

該当なし 特になしと記載している。 

⑥特定個人情
報の提供・移
転について、
特定されたリ
スクを軽減す
るために講ず
べき措置を具
体的に記載し
ているか。記
載された対策
は、特定個人
情報保護評価
の目的に照ら
し、妥当なも
のか。 

49．特定個人情報の提供又は移転の記録を
残している場合は、その記録の内容や記録
方法、保存期間等を具体的に記載している
か。また、記録を残していない場合は特定
個人情報が不正に提供又は移転されるこ
とを防止できる理由を具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報
保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ５．
リスク
1 

適切 特定個人情報の提供に関するルールを定め、業
務処理簿にて記録をしていることが記載されて
いる。 

50．特定個人情報の提供・移転に関するル
ールを定めている場合は、ルールの内容や
ルール遵守の確認方法を具体的に記載し
ているか。記載された対策は、特定個人情
報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。 

Ⅲ５．
リスク
1 

適切 特定個人情報取扱保護規程に定める内容に基づ
いて、提供を行うこととしている。また、ルール
の具体的な内容及び遵守の確認方法についても
記載されていることを確認した。 

51．特定個人情報の提供・移転する際に、
情報漏えいや紛失のリスク軽減するため
の措置や提供先・移転先における特定個人
情報の使途が法令に基づく適切なもので
あることを確認するための措置を具体的
に記載しているか。記載された対策は、特
定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。 

Ⅲ５．
リスク
2 

適切 不適切な方法で提供が行われるリスクについて
具体的に記載している。法令に基づく手続きで
あることから提供先における使途は明白であ
る。利用システムが具体的に記載され、行政機関
の定める方法により適切に提供される旨につい
ても記載されていることも確認した。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

52．誤った特定個人情報を提供・移転する
ことや誤った相手に提供・移転することを
防止する措置を具体的に記載しているか。
記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ５．
リスク
3 

適切 紙媒体、電子記録媒体、通信ネットワーク（e-
Gov、gBizID）の提供方法毎に、誤った特定個人
情報を提供することや誤った相手に提供するこ
とを防止する措置が具体的に記載されている。 

53．特定個人情報の提供・移転において、
その他のリスク及びそれらのリスクへの
対策についての記載はあるか。 

Ⅲ５．
その他
のリス
ク 

適切 不適切な方法で提供・移転が行われるリスクと
同一の措置が記載されている。不適切な方法で
提供・移転が行われるリスク以外に事務所毎に
存在するリスクを記載する旨の説明が記載され
ていることも確認した。 

⑦情報提供ネ
ットワークシ
ステムとの接
続について、
特定されたリ
スクを軽減す
るために講ず
るべき措置を
具体的に記載
しているか。
記載された対
策は、個人情
報保護評価の
目 的に照 ら
し、妥当なも
のか。 

54．情報提供ネットワークシステムを通じ
て特定個人情報を入手する際に、目的外の
入手が行われないために講じている措置
を具体的に記載しているか。記載された対
策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。 

Ⅲ６．
リスク
1 

該当なし ― 

55．情報提供ネットワークシステムを通じ
て特定個人情報を入手する際に、特定個人
情報の安全が保たれない不適切な方法で
特定個人情報を入手しないために講じて
いる対策を具体的に記載しているか。記載
された対策は、特定個人情報保護評価の目
的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ６．
リスク
2 

該当なし ― 

56．情報提供ネットワークシステムを通じ
て特定個人情報を入手した後、その情報の
正確性を保つために講じている措置を具
体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。 

Ⅲ６．
リスク
3 

該当なし ― 

57．情報提供ネットワークシステムを通じ
て特定個人情報を入手する際に、情報漏え
いや紛失のリスクを軽減するために講じ
ている措置を具体的に記載しているか。記
載された対策は、特定個人情報評価の目的
に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ６．
リスク
4 

該当なし ― 

58．情報提供ネットワークシステムを通じ
て提供する際に、特定個人情報の不正な提
供が行われるリスクを軽減するために講
じている措置を具体的に記載しているか。
記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ６．
リスク
5 

該当なし ― 

59．情報提供ネットワークシステムを通じ
て提供する際に、特定個人情報の提供方法
が不適切とならないように講じている措
置を具体的に記載しているか。記載された
対策は、特定個人情報保護評価の目的に照
らし、妥当なものか。 

Ⅲ６．
リスク
6 

該当 
なし 

― 

60．情報提供ネットワークシステムを通じ
て提供する際に、誤った特定個人情報を提
供することや、誤った相手に提供すること
を防止するために講じている措置を具体
的に記載しているか。記載された対策は、
特定個人情報評価の目的に照らし、妥当な
ものか。 

Ⅲ６．
リスク
7 

該当なし ― 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

61．情報提供ネットワークシステムとの接
続に伴うリスクについて、その他のリスク
及びそれらのリスクへの対策についての
記載はあるか。 

Ⅲ６．
その他
のリス
ク 

該当なし ― 

⑧特定個人情
報の保管・消
去について、
特定されたリ
スクを軽減す
るために講ず
べき措置を具
体的に記載し
ているか。記
載された対策
は、特定個人
情報保護評価
の目的に照ら
し、妥当なも
のか。 

62．特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を
防ぐために行っている物理的な対策につ
いて具体的に記載しているか。記載された
対策は、特定個人情報保護評価の目的に照
らし、妥当なものか。 

Ⅲ７．
リスク
1⑤ 

適切 サーバ設置場所、端末設置場所、電子記録媒体保
管場所、紙媒体保管場所のそれぞれについて物
理的対策（立入制限、アクセス制限等）が具体的
に記載されている。また、業務環境は様々である
ことが想定されるが、記載内容が形骸化しない
よう、モデル評価書の記載は例であって、実際の
業務環境を踏まえた以下の観点のリスク分析を
実施して、実際の業務環境に即した内容を記載
するよう説明されている。 
ａ 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 
ｂ 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 
ｃ 電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防
止 
ｄ 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 

63．特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を
防ぐために行っている技術的な対策につ
いて具体的に記載しているか。記載された
対策は、特定個人情報保護評価の目的に照
らし、妥当なものか。 

Ⅲ７．
リスク
1⑥ 

適切 アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部か
らの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防
止等の技術的対策が具体的に記載されている。
また、以下の内容についても記載されているこ
とを確認した。 
１、パスワードの定期的な変更が求められるも
のではないものの、必要に応じて変更する場合
があること 
２，パスワードは容易に漏えい等が発生しない
よう十分な強度を有するものを設定すること 
３，「信用のおける事業者」に関して、対象、信
用に足りる基準等 
４，「事務所で許可されたソフトウェア以外はダ
ウンロードしていない。」に関して許可する基準
等（業務に必要ないものはインストールしない
など、事務所としての対応を記載） 
５，「導入したセキュリティ対策ソフトウェア等
により、入出力データにおける不正ソフトウェ
アの有無」に加えて、不正アクセスから保護する
こと 
６，「機器やソフトウェア等に標準装備されてい
る自動更新機能等の活用により、 ソフトウェア
等を最新状態としている。」に関し、設置する機
器、ソフトウェア等を一覧化し管理すること 

64．過去 3年以内に発生したすべての重大
事故の内容、原因、影響、重大事故発生時
への対応等について具体的に記載してい
るか。記載された対策は、特定個人情報保
護評価の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ７．
リスク
1⑨ 

該当なし 発生なし。 

65．重大事故を受けて策定・実施した再発
防止策の内容について具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報
保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ７．
リスク
1⑨ 

該当なし 発生なし。 

66．死者の個人番号を保管している場合は
保管方法を具体的に記載しているか。記載
された対策は、特定個人情報保護評価の目
的に照らし、妥当なものか。 

Ⅲ７．
リスク
1⑩ 

適切 生存者の情報と同様に、安全管理措置を実施し
ていると記載されている。 
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審査の観点 主な考慮事項 主な考慮事項（細目） 該当 
箇所 

審査結果 所見 

67．特定個人情報を最新の状態で保管する
ために行っている措置を具体的に記載し
ているか。記載された対策は、特定個人情
報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。 

Ⅲ７．
リスク
2 

適切 住所や氏名等の変更については届出の都度、新
たな情報を上書きし最新の情報で管理している
と記載されている。 

68．保管期間を経過した特定個人情報を適
切な時に安全かつ確実に消去できる手続・
体制・手法になっているか等について具体
的に記載しているか。記載された対策は、
特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥
当なものか。 

Ⅲ７．
リスク
3 

適切 期間を経過した情報の削除についてはシステム
プログラムを作成して削除処理を行うこと、申
請書及び届出書等の紙媒体についてはシュレッ
ダーによる細断もしくは外部業者による溶解処
理を行うこと、が記載されている。また、電子記
録媒体及び特定個人情報等が記録された機器
（サーバやパソコンの HDD 等）を廃棄する際
は、復元不可能な手段を採用することが記載さ
れている。 
加えて、以下の内容についても記載されている
ことを確認した。 
１， システムに保管されている情報を手動で削

除することが想定される場合は、定期的に
削除すること 

２， リース期間が満了した機器等の返却の場合
もデータを消去すること 

３， 消去漏れが生じないよう定期的に確認する
こと 

69．特定個人情報の保管・消去において、
その他のリスク及びそれらのリスクへの
対策についての記載はあるか。 

Ⅲ７．
その他
のリス
ク 

適切 自宅兼事務所の場合、家族が間違って書類を廃
棄しないように、執務室内は、整理整頓し、書類
を放置しないようにすること等が記載されてい
る。 
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総 評 

 
・全体的事項 

社会保険労務士事務所は、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていないが、顧問先従業員等の特定個人情報ファイルを取扱うことから、そ
の保護の重要性に鑑み、特定個人情報保護評価の枠組みを用いて任意に評価をするものである。この特定個人情報保護評価書は、全国社会保険労務士
会連合会が社会保険労務士事務所のモデルを設定して作成した「モデル評価書」であり、社会保険労務士事務所が自社の特定個人情報保護評価を実施
するにあたり参考にするものである。本評価書は、社会保険労務士事務所における特定個人情報の取扱い関する水準の確保、関係者からの信頼の確保
を目的としている。 
この度、前回の評価から 5 年が経過することにより特定個人情報保護評価を再実施しているが、個人情報保護委員会の「特定個人情報保護評価 5年

経過前の評価の再実施に係る留意事項について」において示されているポイントについても本評価書で対応している。 
特定個人情報保護評価の対象となる社会保険労務士事務所の事務の実態に基づき、特定個人情報保護評価書様式で求められる項目について検討し、

記載していることを確認した。 
 
・本評価書に固有な事項 
   本評価書は、パターン A（事務取扱担当者 1 人/特定個人情報ファイルを事務所内で保管）のケースであるが、従業者は一人であり、自宅で業務を

行う場合は、執務室への入室制限のほか機器や書類が容易に使用できないようにアクセス制限すること、家族に対するセキュリティ教育（説明等）を
行うこと、など必要な安全管理措置が記載されていることを確認した。 

  
・今後の課題について 
  今後実施が望まれる事項については、別紙「特定個人情報保護評価に関する課題について」参照。 

以上 
 

 


